
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 在宅勤務者に対する食事の支給(食券と弁当)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：在宅勤務の導入に伴い、昼食の補助と

して、在宅勤務の日には食券を、出勤する日

には弁当を購入して支給しようと思います。

どのようにしたらいいですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のようにします。 

【解説】  

所得税では、企業が従業員に食事の支給をす

る場合に、その従業員から実際に徴収している

対価の額がその食事の価額の50％相当額以上

であり、かつ、企業の負担額(食事の価額から

その実際に徴収している対価の額を控除した

残額)が月額3,500円(消費税等の額を除く)を

超えないときは、その従業員が食事の支給によ

り受ける経済的利益はないものと取り扱うこ

ととしています。 

したがって、食券と弁当の支給の合計がまず

この要件を満たさなければなりません。 

また、この取扱いは、日々の昼食等に対する

補助を目的とするものですから、食券の未使用

分を繰り越して、一度に多額の食事をするため

にその食券を利用するということは、この取扱

いの趣旨に反するものと考えられます。 

このことから、食券の支給が食事そのものの

支給と同視されるには、１回の食券の利用につ

いて、一般的な昼食等としての相当額の範囲を

逸脱しない限度額を設定することや、食券の利

用可能期間を設定しておくことが必要になる

と思われます。    
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